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令和５年草加市議会第２回臨時会提出議案 

 

議 案  

第31号議案 専決処分の承認を求めることについて[草加市税条例の一部を改正する条例]

【資産税課 専決処分日：令和５年３月３１日】 

１ 目的及び内容 

  地方税法等の一部改正に伴い、条文中に引用する地方税法附則第１５条第４項が削除

され、以後の項が繰り上げられたことにより同条を引用する条文に項ずれが生じたこと

から、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 施行期日 

 令和５年４月１日 

＜影響等＞ 

 項ずれが生じたのみで引用する内容には変更がないため、条例改正による影響はありま

せん。 

 

第32号議案 専決処分の承認を求めることについて[草加市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例]【保険年金課 専決処分日：令和５年３月３１日】 

１ 目的 

  地方税法施行令の一部改正に伴い、低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の

見直しを行うとともに、条文の所要の整備を行うものです。 

２ 内容 

⑴ 低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し 

  国民健康保険税の軽減措置（被保険者均等割額）のうち、５割軽減及び２割軽減の

対象となる世帯の「軽減判定所得」の算定方法を次のように変更します。 

 ア ５割軽減の場合 

現 行 基礎控除額４３万円＋２８．５万円×被保険者数 

              ↓ 

改正後 基礎控除額４３万円＋２９万円×被保険者数 

 イ ２割軽減の場合 

現 行 基礎控除額４３万円＋５２万円×被保険者数 

              ↓ 

改正後 基礎控除額４３万円＋５３．５万円×被保険者数 
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⑵ 条文の所要の整備 

  ア 特例対象被保険者等（会社の倒産や会社都合等の非自発的理由で失業した人）に

係る申告書の提出の際に提示する書類の規定について、雇用保険法施行規則の改正

に伴い、提示書類の種類（雇用保険受給資格通知）を明記します。 

 イ 条例中の引用条項の所要の整備を行います。 

３ 施行期日等 

⑴ 施行期日 

  令和５年４月１日 

⑵ 経過措置 

改正後の草加市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については従前の例によ

るものとします。 

＜影響等＞ 

【影響世帯数等】５割軽減対象の世帯（見込み） ７３世帯（１１８人）の増 

        ２割軽減対象の世帯（見込み） ９３世帯（１３８人）の増 

【影響額】約３２２万円の軽減額の増（見込み）（市負担分約８０万円（見込み）） 

【財政措置】保険基盤安定負担金の保険税軽減分で、軽減金額のうち３／４を県が負

担、１／４を市が負担 

【軽減判定所得額（世帯の合計総所得額）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 行 

 

 

被保険者数 ７割 ５割 ２割 

１人 

４３万円以下 

７１．５万円以下 ９５万円以下 

２人 １００万円以下 １４７万円以下 

３人 １２８．５万円以下 １９９万円以下 

 

改正後 

 

被保険者数 ７割 ５割 ２割 

１人 
４３万円以下 

（変更なし） 

７２万円以下 ９６．５万円以下 

２人 １０１万円以下 １５０万円以下 

３人 １３０万円以下 ２０３．５万円以下 
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第 33 号議案 令和５年度草加市一般会計補正予算（第１号）             

　歳　入 (千 円)

款 補　正　額

844,545

287,622

380,000

１８　繰入金 34,003 34,003

合　　　　　計 1,546,170

　歳　出 (千 円)

款 補　正　額 特定財源

２　総務費 350 350

① 878,198

② 287,622

７　商工費 380,000 ③ 380,000

合　      　計 1,546,170

３　民生費

１４　国庫支出金 1,512,167

1,165,820

・住民税非課税世帯給付金給付事業［福祉政策課］

・ひとり親家庭等支援事業［子育て支援課］

補正予算の主な内容

※丸番号については、歳入の特定財源及び歳出の充当先事業を表したもの。

　    　主　　　な　　　内　　　容

・緊急経済対策事業[産業振興課]

　    　主　　　な　　　内　　　容

①新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　（福祉政策課）

②新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

③新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　（産業振興課）

・財政調整基金繰入金

・表彰事業[みんなでまちづくり課]
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第34号議案 草加市西棟改修工事（電気設備工事）請負契約の締結について【契約課・庁

舎建設室】 

１ 目的 

  市役所本庁舎西棟のレイアウトを変更し、市役所新庁舎との一体的な利用を図るため、

草加市西棟改修工事（電気設備工事）を実施するに当たり、その請負契約を締結するも

のです。 

２ 契約方法：一般競争入札 

３ 契約の金額：２０８，８９０，０００円 

４ 契約の相手方：埼玉県草加市金明町７３４番地３アンザイビル２階 

         株式会社進誠 草加営業所 

          所長 坂 田 将 大 

５ 工事概要 

⑴ 工事場所：草加市高砂一丁目１番１号 

⑵ 構造規模：鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上５階建 

       延床面積３，４８４．７０㎡ 

⑶ 工事内容：庁舎内レイアウト変更に伴う電気設備工事一式 

６ 工期：本契約締結の日から令和６年４月３０日まで 

７ 入札：公告年月日 令和５年２月３日 

   開 札 日 時 令和５年３月７日 午前１０時 

 

第35号議案 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて【職員課】 

新たに資産税課長の職にある飯野光政を固定資産評価員に選任したく、地方税法第４０

４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものです。 


